
第二〇八回 

閣第二〇号 

   所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 

第一条 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成三十年法律第四十九

号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「円滑化」の下に「及び管理の適正化」を加え、「第三節 不在者の財産及び

相続財産の管理に関する民法の特例（第三十八条）」を 

「 第三節 所有者不明土地の管理の適正化のための措置（第三十八条－第四十一

条） 

 

 第四節 不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例（第四十二条） 」 

 に、「第三十九条」を「第四十三条」に、「第四十条」を「第四十四条」に、 

「 第五章 雑則（第四十一条－第四十八条）  

 第六章 罰則（第四十九条－第五十一条） 」 

 を 

「 第五章 所有者不明土地対策計画等（第四十五条・第四十六条）  

 第六章 所有者不明土地利用円滑化等推進法人（第四十七条－第五十二条）  

 第七章 雑則（第五十三条－第六十条）  

 第八章 罰則（第六十一条－第六十三条） 」 

 に改める。 

  第一条中「円滑化及び」の下に「管理の適正化並びに」を加える。 

  第二条第二項中「（以下「簡易建築物」を「又はその利用が困難であり、かつ、引き

続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物として建築物の損傷、腐食その

他の劣化の状況、建築時からの経過年数その他の事情を勘案して政令で定める基準に該

当するもの（以下「簡易建築物等」に改め、同条第三項中第十号を第十二号とし、第九

号を第十一号とし、第八号の次に次の二号を加える。 

  九 備蓄倉庫、非常用電気等供給施設（非常用の電気又は熱の供給施設をいう。）そ

の他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関

する事業 

  十 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第

百八号）による再生可能エネルギー発電設備のうち、地域住民その他の者の共同の

福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定める要件に適合するものの整備に

関する事業 

  第二条第四項中「第三十九条第一項」を「第四十三条第一項」に改める。 

  第三条第一項中「円滑化及び」の下に「管理の適正化並びに」を加え、同条第二項中

第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 

  五 第四十五条第一項に規定する所有者不明土地対策計画の作成に関する基本的な事

項 

  第五条に次の二項を加える。 



 ２ 市町村は、その区域内における所有者不明土地の利用の円滑化等の的確な実施が図

られるよう、この法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

 ３ 都道府県は、前項の市町村の責務が十分に果たされるよう、市町村相互間の連絡調

整を行うとともに、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言そ

の他の援助を行うよう努めなければならない。 

  第三章の章名中「円滑化」の下に「及び管理の適正化」を加える。 

  第六条中「簡易建築物」を「簡易建築物等」に改める。 

  第十条第二項第七号中「以下」を「第十三条第二項第二号及び第二十四条において」

に改め、同条第三項第二号ホ中「内訳」の下に「並びに当該補償金の支払の時期」を加

える。 

  第十一条第四項中「六月間」を「二月間」に改める。 

  第十三条第二項第四号中「額」の下に「及びその支払の時期」を加え、同条第三項中

「十年」の下に「（第二条第三項第一号、第六号及び第八号から第十号までに掲げる事

業のうち、当該事業の内容その他の事情を勘案して長期にわたる土地の使用を要するも

のとして政令で定める事業にあっては、二十年）」を加え、「同項第四号」を「前項第

四号」に改め、同条第四項中「事項」の下に「（同号の補償金の額に係るものに限

る。）」を加え、同条第五項中「簡易建築物」を「簡易建築物等」に改める。 

  第十六条第三項中「相当の額」の下に「（土地等使用権の取得に係る当該補償金の額

にあっては、当該相当の額から特定所有者不明土地等の管理に要する費用に相当する額

を控除して得た額）」を加える。 

  第十七条第一項及び第十八条中「土地使用権等の始期」を「補償金の支払の時期」に

改める。 

  第十九条第一項中「九月前から六月前まで」を「七月前から四月前まで」に改め、同

条第二項の表第十一条第四項の項中「六月間」を「二月間」に、「三月間」を「一月

間」に改め、同条第四項の表第十五条及び第十七条第一項の項中「第十五条」の下に「、

第十六条第三項」を加え、同表第十六条第三項の項を次のように改める。 

第十六条第三項 土地使用権等の取得 土地等使用権の存続期

間の延長 

 （土地等使用権の取得に係

る当該補償金の額にあって

は、当該相当の額から 

から 

 額） 額 

  第十九条第四項の表第十七条第一項及び前条の項を削る。 

  第二十四条中「満了したとき」の下に「、土地使用権等の始期後に第十八条（第十九

条第四項において準用する場合を含む。）の規定により裁定が失効したとき」を加える。 

  第三十二条第五項及び第三十六条第一項中「簡易建築物」を「簡易建築物等」に改め



る。 

  第三十七条第一項中「第三十九条第一項及び第四十六条第二号」を「第四十三条第一

項及び第五十八条第二号」に改める。 

  第五十一条を第六十三条とする。 

  第五十条第一項中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同

項第一号中「）又は」を「）、」に、「の規定による」を「又は第四十一条第一項の規

定による」に、「者」を「とき。」に改め、同項第二号及び第三号中「者」を「と

き。」に改め、同項に次の一号を加える。 

  四 第三十九条の規定による命令に違反したとき。 

  第五十条を第六十二条とする。 

  第四十九条中「違反した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条を第

六十一条とする。 

  第六章を第八章とする。 

  第五章中第四十八条を第六十条とし、第四十三条から第四十七条までを十二条ずつ繰

り下げる。 

  第四十二条中「前条」を「前条各項」に改め、同条を第五十四条とする。 

  第四十一条中「地方公共団体の長」を「都道府県知事」に改め、同条に次の一項を加

える。 

 ２ 市町村長は、次に掲げる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国

土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。 

  一 地域福利増進事業等の実施の準備のため又は第三十八条第一項の規定による勧告

を適切に行うためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させ

る必要があるとき。 

  二 所有者不明土地対策計画の作成若しくは変更又は所有者不明土地の管理の適正化

を図るために行う事業若しくは事務の実施の準備若しくは実施のため必要があると

き。 

  第四十一条を第五十三条とする。 

  第五章を第七章とする。 

  第四章第二節中第四十条を第四十四条とし、同章の次に次の二章を加える。 

    第五章 所有者不明土地対策計画等 

  （所有者不明土地対策計画） 

 第四十五条 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、所有者不明土地の利

用の円滑化等を図るための施策に関する計画（以下「所有者不明土地対策計画」とい

う。）を作成することができる。 

 ２ 所有者不明土地対策計画には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 

  一 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する基本的な方針 



  二 地域福利増進事業を実施しようとする者に対する情報の提供又は助言その他の所

有者不明土地の利用の円滑化を図るために講ずべき施策に関する事項 

  三 所有者不明土地の確知所有者に対する情報の提供又は助言その他の所有者不明土

地の管理の適正化を図るために講ずべき施策に関する事項 

  四 地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地その他の土地に係る土地所

有者等の効果的な探索を図るために講ずべき施策に関する事項 

  五 低未利用土地（土地基本法（平成元年法律第八十四号）第十三条第四項に規定す

る低未利用土地をいう。第四十八条第六号において同じ。）の適正な利用及び管理

の促進その他所有者不明土地の発生の抑制のために講ずべき施策に関する事項 

  六 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための体制の整備に関する事項 

  七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要

な事項 

 ３ 市町村は、所有者不明土地対策計画を作成しようとする場合において、次条第一項

に規定する協議会が組織されているときは、当該所有者不明土地対策計画に記載する

事項について当該協議会において協議しなければならない。 

 ４ 市町村は、所有者不明土地対策計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表する

とともに、都道府県にその写しを送付しなければならない。 

 ５ 前二項の規定は、所有者不明土地対策計画の変更について準用する。 

 ６ 国は、所有者不明土地対策計画に基づいて所有者不明土地の利用の円滑化等を図る

ために必要な事業又は事務を行う市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業又

は事務に要する費用の一部を補助することができる。 

  （所有者不明土地対策協議会） 

 第四十六条 市町村は、単独で又は共同して、所有者不明土地対策計画の作成及び変更

に関する協議その他所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関し必要な

協議を行うため、所有者不明土地対策協議会（以下この条において「協議会」とい

う。）を組織することができる。 

 ２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

  一 前項の市町村 

  二 次条第一項に規定する推進法人 

  三 前項の市町村の区域において地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとす

る者 

 ３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、必要があると認めるときは、前項

各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

  一 関係都道府県 

  二 国の関係行政機関、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者 



 ４ 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資

料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 

 ５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果

を尊重しなければならない。 

 ６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

    第六章 所有者不明土地利用円滑化等推進法人 

  （所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定） 

 第四十七条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項

に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明

土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条

各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請

により、所有者不明土地利用円滑化等推進法人（以下「推進法人」という。）として

指定することができる。 

 ２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称又は商号、

住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

 ３ 推進法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変

更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 ４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示し

なければならない。 

  （推進法人の業務） 

 第四十八条 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

  一 地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相

談その他の援助を行うこと。 

  二 地域福利増進事業を実施すること又は地域福利増進事業に参加すること。 

  三 所有者不明土地（当該所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形その

他の条件が類似しているものを含む。以下この号において同じ。）の所有者に対し、

当該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該所有者

不明土地の適正な管理を図るために必要な援助を行うこと。 

  四 所有者不明土地の利用の円滑化又は管理の適正化を図るために必要な土地の取得、

管理又は譲渡を行うこと。 

  五 委託に基づき、地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地その他の土

地の土地所有者等の探索を行うこと。 

  六 低未利用土地の適正な利用及び管理の促進その他所有者不明土地の発生の抑制を

図るために必要な事業又は事務を行うこと。 

  七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する調査研究を行うこと。 

  八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発を行うこと。 



  九 前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要

な事業又は事務を行うこと。 

  （監督等） 

 第四十九条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため

必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることがで

きる。 

 ２ 市町村長は、推進法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと

認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべき

ことを命ずることができる。 

 ３ 市町村長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第四十七条第一

項の規定による指定を取り消すことができる。 

 ４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければ

ならない。 

  （情報の提供等） 

 第五十条 国及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な

情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

  （市町村長への要請） 

 第五十一条 推進法人は、所有者不明土地につきその適切な管理のため特に必要がある

と認めるときは、市町村長に対し、第四十二条の規定による請求をするよう要請する

ことができる。 

 ２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めると

きは、第四十二条の規定による請求をするものとする。 

 ３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第四十二条の規定に

よる請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当

該要請をした推進法人に通知しなければならない。 

  （推進法人による所有者不明土地対策計画の作成等の提案） 

 第五十二条 推進法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に

対し、国土交通省令で定めるところにより、所有者不明土地対策計画の作成又は変更

をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該

提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならな

い。 

 ２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき所有者不明土地対策計

画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした推進法人に通知

しなければならない。この場合において、所有者不明土地対策計画の作成又は変更を

しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

  第三十九条第一項中「とき」の下に「、第三十八条第一項の規定による勧告を行うた



め当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとき又は前条の規定による請求

を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとき」を加え、同条第

二項中「として」の下に「、当該市町村長以外の市町村長から第三十八条第一項の規定

による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして、又

は国の行政機関の長等から前条の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地

所有者等を知る必要があるとして、」を加え、「に対し」を「、当該市町村長又は当該

国の行政機関の長等に対し」に改め、同条第五項中「とき」の下に「、第三十八条第一

項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があると

き又は前条の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要

があるとき」を加え、第四章第一節中同条を第四十三条とする。 

  第三十八条中「次条第五項」を「次条第二項及び第五項」に改め、第三章第三節中同

条を第四十二条とする。 

  第三章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。 

     第三節 所有者不明土地の管理の適正化のための措置 

  （勧告） 

 第三十八条 市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者による管理が実施されておら

ず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの（以下こ

の節において「管理不全所有者不明土地」という。）による次に掲げる事態の発生を

防止するために必要かつ適当であると認める場合には、その必要の限度において、当

該管理不全所有者不明土地の確知所有者に対し、期限を定めて、当該事態の発生の防

止のために必要な措置（次条及び第四十条第一項において「災害等防止措置」とい

う。）を講ずべきことを勧告することができる。 

  一 当該管理不全所有者不明土地における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりそ

の周辺の土地において災害を発生させること。 

  二 当該管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。 

 ２ 市町村長は、前項の規定による勧告をする場合において、当該勧告に係る管理不全

所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形その他の条件が類似し、かつ、

当該土地の管理の状況が当該管理不全所有者不明土地と同一の状況にあるもの（以下

この項及び第四十一条第一項において「管理不全隣接土地」という。）による次に掲

げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限

度において、当該管理不全隣接土地の所有者に対しても、期限を定めて、当該管理不

全隣接土地について、当該事態の発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを勧

告することができる。 

  一 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地

における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発

生させること。 



  二 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地

の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。 

  （災害等防止措置命令） 

 第三十九条 市町村長は、前条第一項の勧告に係る確知所有者が正当な理由がなくて当

該勧告に係る災害等防止措置を講じないときは、当該確知所有者に対し、相当の期限

を定めて、当該災害等防止措置を講ずべきことを命ずることができる。ただし、当該

確知所有者が当該災害等防止措置の実施に必要な共有持分を有しない者である場合は、

この限りでない。 

  （代執行） 

 第四十条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、管理不全所有者

不明土地における災害等防止措置に係る事態を放置することが著しく公益に反すると

認められるときは、当該管理不全所有者不明土地の所有者の負担において、当該災害

等防止措置を自ら講じ、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項において

「措置実施者」という。）に当該災害等防止措置を講じさせることができる。この場

合において、第一号又は第二号に該当すると認めるときは、市町村長は、相当の期限

を定めて、当該災害等防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災害等防止措置

を講じないときは市町村長又は措置実施者が当該災害等防止措置を講ずる旨を、あら

かじめ公告しなければならない。 

  一 管理不全所有者不明土地の確知所有者がいない場合 

  二 前条ただし書に規定する場合 

  三 前条の規定により災害等防止措置を講ずべきことを命ぜられた確知所有者が、当

該命令に係る期限までに当該命令に係る災害等防止措置を講じない場合、講じても

十分でない場合又は講ずる見込みがない場合 

 ２ 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法（昭和二十三年

法律第四十三号）第五条及び第六条の規定を準用する。 

  （立入調査） 

 第四十一条 市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管

理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させること

ができる。 

 ２ 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。 

第二条 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を次のように改正す

る。 

  第三十八条第一項中「この節において」を削り、同条第二項中「この項及び第四十一

条第一項において」を削る。 

  第四十二条第一項中「次項」を「次項及び第五項」に改め、同条に次の三項を加える。 

 ３ 市町村長は、管理不全所有者不明土地につき、次に掲げる事態の発生を防止するた



め特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一

項の規定による命令の請求をすることができる。 

  一 当該管理不全所有者不明土地における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりそ

の周辺の土地において災害を発生させること。 

  二 当該管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。 

 ４ 市町村長は、管理不全隣接土地につき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に

必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項の規

定による命令の請求をすることができる。 

  一 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地

における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発

生させること。 

  二 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地

の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。 

 ５ 国の行政機関の長等は、第二項（市町村長にあっては、前三項）の規定による請求

をする場合において、当該請求に係る土地にある建物につき、その適切な管理のため

特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、当該請求と併せて民法第二百六

十四条の八第一項又は第二百六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をするこ

とができる。 

  第四十三条第一項、第二項及び第五項中「前条」を「前条第一項から第三項まで若し

くは第五項（第四項に係る部分を除く。）」に改める。 

  第五十一条第一項中「とき」の下に「又は管理不全所有者不明土地若しくは管理不全

隣接土地につき第四十二条第三項各号若しくは第四項各号に掲げる事態の発生を防止す

るため特に必要があると認めるとき」を加え、「第四十二条」を「同条各項」に改め、

同条第二項及び第三項中「第四十二条」を「第四十二条各項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 附則第三条の規定 公布の日 

 二 第二条の規定 民法等の一部を改正する法律（令和三年法律第二十四号）の施行の

日 

 （所有者不明土地に係る裁定に関する経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置

法（以下この条において「新法」という。）第二条第二項の規定は、この法律の施行の

日（以下この条において「施行日」という。）以後に所有者不明土地の利用の円滑化等

に関する特別措置法（以下この条において「所有者不明土地法」という。）第十条第一



項、第二十七条第一項又は第三十七条第一項の規定による裁定の申請があった場合にお

ける当該裁定に係る所有者不明土地について適用し、施行日前にこれらの規定による裁

定の申請があった場合における当該裁定に係る所有者不明土地については、なお従前の

例による。 

２ 新法第十一条第四項（新法第十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定は、

施行日以後に所有者不明土地法第十条第一項又は新法第十九条第一項の規定による裁定

の申請があった場合における当該申請に係る縦覧について適用し、施行日前に所有者不

明土地法第十条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該申請に係る縦

覧については、なお従前の例による。 

３ 新法第十三条第二項及び第三項並びに第十六条第三項（新法第十九条第四項において

これらの規定を準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に所有者不明土地法第十

条第一項又は新法第十九条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁

定において定める事項及び当該裁定に係る補償金の額について適用し、施行日前に所有

者不明土地法第十条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定にお

いて定める事項及び当該裁定に係る補償金の額については、なお従前の例による。 

４ 新法第十七条第一項及び第十八条（新法第十九条第四項においてこれらの規定を準用

する場合を含む。）の規定は、施行日以後に所有者不明土地法第十条第一項又は新法第

十九条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定に係る補償金の供

託について適用し、施行日前に所有者不明土地法第十条第一項の規定による裁定の申請

があった場合における当該裁定に係る補償金の供託については、なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

 （検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定につ

いて、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 （民法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第五条 民法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 

  附則第三十二条のうち所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三章第

三節の節名の改正規定を次のように改める。 

   第三章第四節の節名を次のように改める。 

      第四節 所有者不明土地の管理に関する民法の特例 

  附則第三十二条のうち所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十八

条の改正規定中「第三十八条」を「第四十二条」に、「及び」を「並びに」に改める。 

 （デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正） 



第六条 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和三年法律第

三十七号）の一部を次のように改正する。 

  附則第五十七条のうち所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十九

条第三項ただし書を削る改正規定中「第三十九条第三項ただし書」を「第四十三条第三

項ただし書」に改める。 

 （国土交通省設置法の一部改正） 

第七条 国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

  第三十一条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、

第三号の次に次の一号を加える。 

  四 所有者不明土地の利用の円滑化等（所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

別措置法（平成三十年法律第四十九号）第三条第一項に規定する所有者不明土地の

利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。）を図るための施

策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 

  第三十三条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、

第三号の次に次の一号を加える。 

  四 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他

当該施策の推進に関すること。 



     理 由 

 所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化等を図るため、特定所有者不明土地と

なる土地の範囲の拡大並びに地域福利増進事業における対象事業の拡充、裁定申請書等の

縦覧期間の短縮及び土地等使用権の存続期間の上限の延長等の措置を講ずるとともに、市

町村長による管理が実施されていない所有者不明土地に対する災害等の発生の防止のため

の命令制度の創設、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための計画の作成、所有者不

明土地利用円滑化等推進法人の指定等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を

提出する理由である。 


